
〈問い合わせ〉水・環境課 環境保全係　℡0967（67）3176

　九州大学景観研究室は、令和4年度に村の石積みについて約8カ月間におよぶ調査を実施し、村内には5,000以
上もの石垣が存在していることを明らかにしています。これは全国に比類のない規模であり、村らしさを構成する
大切な歴史的文化の一つであると言えます。
　村の石積みの多くが熊本地震を経ても崩壊して
おらず、その1つである川後田地区の石積み（延
長11ｍ、高さ1.3ｍ）を実際に解体し、構造につ
いて調べられましたが、石積みを安定させるため
にさまざまな工夫がされていることが明らかにな
りました。こうした工夫（技術）を引き継ぐために、
令和５年度には村内の建設業者を対象に、技術を
学びながら解体した石積みを積み直す研修会が実
施され、今年３月に川後田地区の石積みが再構築
されました。

村の歴史的石積みが再構築されました

国民健康保険からのお知らせ
〈問い合わせ〉健康推進課  医療保険係国保担当 ℡0967（67）2704

【個人負担について】

若者健診、特定健診を受ける20歳から74歳の国保加入者

昨年度から引き続き（継続受診の人）健診を受ける国保加入者

1,500円

800円

血圧、身体測定
尿検査、血液検査
心電図、眼底検査

対象者 個人負担額検査内容

　個人で受けると約10,120円かかる健診を、少ない負担額で受けることができます。昨年度から引き続き健診を
受ける人は、さらに個人負担額が少なくなります。

【村特定健診の実施について】
　5月中旬頃から、健診申込書を順次送付しますのでご確認ください。
•国保若者健診（20～39歳）は集団健診のみ実施します。
•特定健診（40～74歳）は集団健診と個別健診を実施します。

　特定健診は、メタボリックシンドロームを中心とした生活習慣病の芽を見つけて、
発症や重症化を予防し、早期に対処するための健診です。

※日時の希望は、健診申し込み時にはできません。8月上旬に送付する通知がお手元に届き次第、その中に記載し
てある「問い合わせ先」にご相談ください。

特定健診を受けましょう

8月1日（木）から
令和7年2月28日（金）

7月末
（案内と受診券を送付します）

村内医療機関
熊本セントラル病院個別健診

8月下旬から
9月中旬頃の数日間

8月上旬
（問診票とあわせて日程・会場を通知します）集団健診

形式 日程 通知時期 会場・健診機関

解体前

再構築中

再構築後

〈問い合わせ〉図書室　℡0967（65）8581

　「地元について学ぶ」をテーマに昨年度から開催している南阿蘇学講座。
　今年度は全8回で、昨年度とはまた違った内容も含まれます。
　その第1回目の講座を5月22日（水）に開催します。
■日時：5月22日（水）午後1時30分～ ■場所：LOOPみなみあそ
■講座名：「草原と地下水」 ■講師：村長　吉良清一
■参加費：無料 ■定員：60人
■対象：どなたでも参加できます。（要予約）
　詳細は図書室facebook、教育委員会ホームページ、
別配布のチラシをご覧ください。

南阿蘇学講座2024がスタートします

Vol.217ハートがたくさんの村づくり
差別のない、人への思いやりを大切にする、明るい南阿蘇村をつくりましょう。

村民みんなで「ハートがたくさんの村」をつくりましょう。　総務課 人権政策係　℡0967（67）1111

　人権について、困ったことがあれば、ひとりで悩まずにご相談ください。
　例えばこんなとき…
　•名誉やプライバシーが侵害された　•いじめや体罰を受けた
　•セクハラやパワハラを受けた　　　•差別を受けた　など

みんなの人権110番（全国共通人権相談ダイヤル） 0570-003-110

　村内在住の人権擁護委員が相談に応じます。令和6年度は、6月・9月・12月の年3回を計画しています。
《相談日時・場所》
♢6月4日（火）午前10時～午後3時まで　場所：久木野総合福祉センター
♢9月18日（水）午前10時～午後3時まで　場所：保健センター
♢12月5日（木）午前10時～午後3時まで　場所：長陽中央公民館
＊計画日のため、変更となる場合があります。開催近日になりましたら、防災無線にてお知らせします。

特設人権相談会のご案内

　このたび、令和6年4月1日付けで、藤本るみさん（吉田三）に法務大臣から人権擁護委員の委嘱がありました。
人権擁護委員委嘱のお知らせ

　人権擁護委員の仕事は
•常設相談所または特設相談所において、面談または電話による人権相談に応じること
•国民一人一人の人権意識を高めるため、さまざまな人権啓発活動を行うこと
•相談などにおいて、被害者から「人権を侵害された」という申告があった場合には、法務局の職員と協力して、
人権侵犯事件の調査・処理に携わり、当事者の利害・主張の調整を行うなど、事案の円満な解決を図るこ
となどです。相談は無料で、秘密は厳守されます。

人権擁護委員はあなたの相談相手です。

ゼロゼロみんなの ひゃくとおばん
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